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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１２月６日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月２５日 ０９時００分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市勝浦港南南東方沖 

 勝浦灯台から真方位１６７°６.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０１.６′ 東経１４０°２１.２′） 

事故の概要 遊漁船喜
き

美
み

丸は、漂泊中、また、漁船守
もり

孝
たか

丸は、北西進中、両船が

衝突した。 

喜美丸は、釣り客１人が負傷し、船尾部外板に破損を生じ、また、

守孝丸は、船首部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 喜美丸、７.３トン  

ＣＢ２－７０２９８（漁船登録番号）、個人所有 

１２.０２ｍ（Lr）×３.２１ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、平成８年３月２５日 

第２３２－２６３０９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 守孝丸、４.７トン 

ＣＢ３－８３２５１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.７４ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０８.９１kＷ、平成５年９月１９日 

第２３２－２２４２６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年９月２６日 

免許証交付日 平成２７年５月１８日 

           （平成３２年９月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月２日 

    免許証交付日 平成２８年６月２０日 

           （平成３４年３月１日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（釣り客Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船尾部外板に破損 

Ｂ 船首部外板に亀裂及び破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、勝浦港南南

東方沖で、船尾にスパンカ（船首を風上に向けるために張る帆）を展張

して船首を北西方に向けた状態で漂泊し、釣り客３人が、それぞれ右

舷側の船首部、中央部及び船尾部の甲板で北東方を向いて釣りをして

いた。 

 船長Ａは、操舵室で立ち、釣り糸が真下に延びるように主機のクラ

ッチレバーを操作して前進と中立を繰り返し、時々周囲を見渡しなが

ら操船に当たっていたところ、ゴォーという音を聞いたので、右方及

び左方を確認した後、後方を振り返ったところ、至近にＢ船を認め

た。 

Ａ船は、船長Ａがクラッチを前進に入れたものの主機の回転数を上

げる間もなく、平成２９年１月２５日０９時００分ごろ船尾部とＢ船

の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船尾部甲板で釣りをしていた釣り客Ａが左腕に打撲を負

い、自力で勝浦市勝浦東部漁港（川津地区）に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、勝浦港南南東方沖でさば
．．

の一本釣りを行った後、０８時５５分ごろ千葉県鴨川市小湊漁港に向

けて漁場を発進した。 

船長Ｂは、操舵室で立って操船に当たり、船首を右回頭して南西方

から北西方に向けた後、約８ノットの対地速力で自動操舵により北西

進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、北西進を始めたとき船首方に他船を見掛けなか

ったので、前路に他船はいないものと思い、‘左舷方にいた２隻の釣

り船’（以下「他の釣り船」という。）に注意を向けて航行していたと

ころ、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船長Ａに釣り客の負傷状況を確認し、知人に本

事故の発生を連絡した後、自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、レーダーを１.５Ｍレンジで作動させ、時々レーダー画

面を見ていたが、Ｂ船の接近に気付かなかった。 

船長Ｂは、レーダーを０.７５Ｍレンジで作動させていたが、視界

が良かったので目視で見張りをしながら航行していた。 

 甲板員Ｂは、操舵室下の船室で休息をとっていた。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、勝浦港南南東方沖で漂泊中、船長Ａが、船尾方の見張りを

適切に行っていなかったことから、後方から接近するＢ船に気付か

ず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、勝浦港南南東方沖を北西進中、船長Ｂが、前路に他船はい

ないものと思い、他の釣り船に注意を向け、船首方の見張りを適切に

行っていなかったことから、Ａ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、北西進を始めたとき船首方に他船を認めなかったので、

前路に他船はいないものと思い、他の釣り船に注意を向けて航行した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、勝浦港南南東方沖において、Ａ船が、漂泊中、Ｂ船が、

北西進中、船長Ａが、船尾方の見張りを適切に行っておらず、また、

船長Ｂが、前路に他船はいないものと思い、他の釣り船に注意を向

け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

     
 

 

 

事故発生場所 
（平成２９年１月２５日 
 ０９時００分ごろ発生） 

勝浦港 

勝浦東部漁港 
（川津地区） 鴨川市 

勝浦灯台 

小湊漁港 

千葉県 

勝浦市 

Ａ船（漂泊中） 

Ｂ船 

千葉県 


